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　複写機の借入れ及び保守に係る入札の実施については、「地方公共団体の物品等又は特定役務の

調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令第 372 号）、「広島県契約規則」（昭和 39 年広島県規

則第 32 号）、「広島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則」（平成７年広島県規

則第 99 号）その他関係法令に定めるものほか、この入札説明書によるものとする。 
 

１　入札公告日　 

令和７年５月 15 日（木） 

 

２　入札に付する事項 

（1）借入件名 

　　　複写機の借入れ及び保守 

（2）借入件名の数量 

次表のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：台） 

（3）借入件名の特質等 

別添仕様書のとおり 

（4）借入場所 

　　別添仕様書に示す設置場所 

（5）設置期間 

　　　別添仕様書に示す設置期間 

（6）借入期間 

　　　令和７年９月１日から令和 12 年８月 31 日まで 

（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３の規定に基づく長期継続契約） 

（7）その他の契約条件 

　　　別紙契約書（案）のとおり 

 
分 類 広島地区 福山地区 三次地区 計

 

モノクロ専用機

低速機 13 １ １ 15

 
中速機 49 20 11 80

 
中高速機Ⅰ 48 12 ５ 65

 
中高速機Ⅱ ７ － － ７

 
高速機 － － － －

 
モノクロ・ 

カラー併用機

カラー低速機 33 22 ３ 58

 
カラー高速機 15 ４ ２ 21

 
計 165 59 22 246
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３　入札手続等 

（1）入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

　　　〒730－8511 広島市中区基町 10 番 52 号 

広島県会計管理部契約・調達管理課調達グループ 

　　　 電話番号（082）513－2141（ダイヤルイン） 

（2）入札までに提出する書類 

　　　入札参加者は、次の書類を上記(1)の場所に令和７年５月 29 日（木）までにそれぞれ１部

ずつ提出しなければならない。いったん受領した提出書類は返却しない。 

　　　なお、提出書類の説明や補足書類の提出を求める場合がある。 

ア 入札参加資格確認申請書（別紙様式１） 

イ 機種提案書（別紙様式２） 

ウ 保守確約書（別紙様式３） 

エ 誓約書 

（3）入札参加資格確認結果の通知 

　　　上記（2）の書類により、入札参加資格要件の適否を確認したときは、この確認結果を令和

７年６月６日（金）までに通知する。 

 

４　入札書の作成方法 

（1）入札書は、所定の様式（別紙様式４）によること。 

（2）入札書は、分類別、地区別にそれぞれ作成すること。 

（3）入札書の記載に当たっては、次の事項に留意すること。 

　　ア　入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示するこ

と。 

イ　記載事項は、次のとおり。 

（ｱ）入札金額 

入札金額は次により記載すること。 

ａ　モノクロ専用機の場合 

　　複写に係る片面１枚当たりの単価を記載すること。 

なお、金額は、円未満下５桁以下は切り捨てること。 

ｂ　モノクロ・カラー併用機の場合 

モノクロ複写に係る片面 1 枚当たりの単価にモノクロ複写の１台・１か月当たりの

平均使用予定枚数を乗じた額と、カラー複写に係る片面 1枚当たりの単価にカラー複写

の１台・１か月当たりの平均使用予定枚数を乗じた額の合計額を記載すること。 

なお、金額は、１円未満は切り捨てること。 

ｃ　入札金額は、複写機の搬入、搬出、設定に要する経費、賃借料金、保守及び消耗品

代金、消費税及び地方消費税相当額等をすべて含めた額とする。消費税及び地方消費

税の税率は 10％で計算すること。 
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ｄ　入札金額の右横に「消費税及び地方消費税相当額を含む」と括弧書きすること。 

（ｲ）品名・規格　　複写機の借入れ及び保守（機種提案書のとおり）と記入すること。 

（ｳ）地区名・分類名　　地区名と分類名を記入すること。 

（ｴ）数量 

ａ　モノクロ専用機の場合 

　　「１」と記載すること。 

ｂ　モノクロ・カラー併用機の場合 

当該モノクロ複写の１台・１か月当たりの平均使用予定枚数及び当該カラー複写の

１台・１か月当たりの平均使用予定枚数をそれぞれ記載すること。 

（ｵ）単位　 

ａ　モノクロ専用機の場合 

　　「式」と記載すること。 

ｂ　モノクロ・カラー併用機の場合 

「枚」とそれぞれ記載すること。 

（ｶ）単価 

ａ　モノクロ専用機の場合 

　　入札額と同額を記載すること。 

なお、単価は、円未満下５桁以下は切り捨てること。 

ｂ　モノクロ・カラー併用機の場合 

　　モノクロ複写に係る片面1枚当たりの単価とカラー複写に係る片面１枚当たりの単価 

をそれぞれ記載すること。 

なお、単価は、円未満下５桁以下は切り捨てること。 

（ｷ）金額 

ａ　モノクロ専用機の場合 

「単価契約による」と記載すること。 

ｂ　モノクロ・カラー併用機の場合 

　　　　当該モノクロ複写の１台・１か月当たりの平均使用予定枚数にモノクロ複写に係る片 

面 1 枚当たりの単価を乗じた額及び当該カラー複写の１台・１か月当たりの平均使用予 

定枚数にカラー複写に係る片面１枚当たりの単価を乗じた額をそれぞれ記載すること。 

なお、金額は、１円未満は切り捨てること。 

（ｸ）納期　　　「令和７年９月１日～令和 12 年８月 31日」と記入すること。 

（ｹ）納入場所　「県指定の設置場所」と記入すること。 

（ｺ）年月日 

（ｻ）入札参加者の住所、氏名（法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名）及 

び押印 

ウ　入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。 

（ｱ）入札書の氏名及び押印は、入札参加者（入札について委任を受けている場合は受任者）

の氏名（法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者（又は受任者）の氏名）及び押
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印とする。 

（ｲ）入札書の記載内容に訂正がある場合には、訂正箇所に押印すること。ただし、金額の

訂正はできない。 

（4）入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

 

５　入札及び開札の日時及び場所 

（1）日時 

　　　次表のとおり 

（2）場所 

　　　　広島市中区基町 10 番 52 号 

　　　広島県庁舎本館地下１階第一入札室 

（3）事前に入札書を提出する場合の入札書の提出先、提出期限及び提出方法 

ア　提出先　 

上記３(1)の場所 

イ　提出期限　 

　　令和７年６月 26 日（木）午後４時 30分 

ウ　提出方法 

　　封印した入札書を持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する 

法律（平成 14 年法律第 99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうちこ

れらに準ずるものに限る。（電話、電報、テレックス、ファクシミリ、その他の方法による

入札は認めない。））による。 

 

分 　 　 類

令和７年６月27日（金）

 
広島地区 福山地区 三次地区

 

モノクロ専

用機

低速機 午前９時40分 午後１時20分 午後３時00分

 
中速機 午前10時00分 午後１時40分 午後３時20分

 
中高速機Ⅰ 午前10時20分 午後２時00分 午後３時40分

 
中高速機Ⅱ 午前10時40分 － －

 
高速機 － － －

 

モノクロ・カ

ラー併用機

カラー低速機 午前11時00分 午後２時20分 午後４時00分

 
カラー高速機 午前11時20分 午後２時40分 午後４時20分
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ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着すること。 

 (ｱ)　封筒は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮に入札 

者の氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び入札する分類名・地区名を記載の上、 

「複写機の借入れ及び保守に係る入札書在中」と朱書し、外封筒の封皮には「複写機 

の借入れ及び保守に係る入札書在中」と朱書すること。 

　 (ｲ)　郵送等により提出する場合は、上記(ｱ)の方法により封印した外封筒の封皮に「複写 

機の借入れ及び保守に係る入札書在中」と朱書し、広島県会計管理部契約・調達管理課

長宛に親展（朱書）とすること。 

 

６　代理人による入札 

（1）入札者又は競争入札参加資格審査申請書において委任状が提出されている場合に受任者が

本件入札を代理人に委任して行う場合は、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名

を記入して押印した委任状（別紙様式５）を入札の日時までに提出すること。 

（2）入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねること

ができない。 

 

７　開札 

（1）日時及び場所 

　　　入札終了後、直ちに前記５(2)の場所において行う。 

（2）開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わな

いときは、入札事務に関係のない広島県職員を立ち会わせて行う。 

　 （3）開札をした場合において、落札となるべき価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を

行う。 

　　　　この場合において、入札者又はその代理人が立ち会っていない者は、再度入札に参加でき

ないものとする。 

（4）再度入札は、５回までとする。 

 

８　無効とする入札 

　　次の入札は無効とする。なお、再度の入札を行う場合において当該無効入札をした者はこれ

に加わることができない。 

（1）入札参加資格を満たさない者のした入札 

（2）当該入札関係書類に虚偽の記載をした者の入札 

（3）所定の場所及び日時に到達しない入札 

（4）その他広島県契約規則第 21 条各号に掲げる入札 

 

９　落札者の決定方法 

（1）予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（2）落札者となるべき同額の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを
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引かせ、落札者を決定するものとする。（開札時に入札者が不在のときは、当該入札事務に関

係のない広島県職員がくじを引くものとする。） 

 

10　入札保証金及び契約保証金 

　　免除する。 

 

11　契約における特約事項 

　　令和８年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契

約を解除することができるものとする。 

 

12　契約書の作成等 

（1）契約は地区及び分類ごとに締結し、モノクロ専用機については複写に係る片面１枚当たり

の単価により、モノクロ・カラ－併用機についてはモノクロ複写に係る片面１枚当たりの単価

及びカラ－複写に係る片面１枚当たりの単価により締結する。（ただし、「１枚」とはすべての

サイズの用紙で１回出力されることを意味する。） 

（2）設置する複写機については広島県知事名で、契約を締結する。 

（3）落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から５日

以内に契約担当者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りではな

い。 

（4）契約書は２通作成し、各自その１通を保有するものとする。 

（5）契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 

（6）契約業者が複写機の保守業務を第三者に委託する場合は、県の承諾を得ること。 

 

13　契約手続において使用する言語及び通貨 

　　日本語及び日本国通貨 

 

14　入札参加者の義務 

（1）入札参加者は、契約担当者又は入札執行者から、前記３（2）の提出書類に関し、説明及び

協議を求められた場合は、これに応ずる義務を負う。 

（2）入札参加者は、入札説明書並びに別添仕様書及びその他添付書類（以下「仕様書等」とい

う。）を熟覧の上、入札をしなければならない。 

　　　この場合において、入札説明書及び仕様書等についての不知又は不明を理由として、入札

後に異議を申し立てることはできない。 

 

15　仕様に係る疑義について 

　　本件仕様に関して質疑がある場合は、仕様書等に対する質問書（別紙様式６）を持参、郵送、

メール又はファクシミリにより提出すること。電話による照会は受け付けない。 

（1）提出場所 
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　　　　〒730-8511　広島市中区基町 10 番 52 号 

広島県会計管理部契約・調達管理課調達グル－プ 

　　　電話番号（082）513－2141（ダイヤルイン） 

　　　ＦＡＸ　（082）228－5392 

メールアドレス kaikanri@pref.hiroshima.lg.jp  

（2）受付期間 

　　　令和７年５月 15 日（木）から令和７年６月 16 日（月）（土曜日及び日曜日を除く。）まで

の午前９時から午後５時までとする。 

（3）質疑に対する回答 

　　　質疑に対する回答は、回答文書を令和７年６月 20 日（金）午後５時までに、広島県ホーム

ページに掲載するとともに、契約・調達管理課に備え置き、閲覧に供する方法により行う。 


